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保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
・

高
額

医
療

費
共

同
事

業
実

施
要

綱
案

（
１

０
月

施
行

分
）

（
新

）
（

旧
）

「
「

（
平

成
十

八
年

月
日

付
国

民
健

康
保

険
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

・
高

額
医

療
費

共
同

事
業

実
施

要
国

民
健

康
保

険
高

額
医

療
費

共
同

事
業

実
施

要
綱
」

（
平

成
一

八
年

月
日

付
け

保
発

第
号

）
け

保
発

第
号

）
綱
」

１
趣

旨
１

趣
旨

国
民

健
康

保
険

法
（

昭
和

三
三

年
法

三
十

三
年

百
九

十
二

号
）

附
則

第
十

六
項

の
国

民
健

康
保

険
法

（
昭

和
三

十
三

年
法

律
第

百
九

十
二

号
）

附
則

第
十

六
項

の
規

規
定

に
基

づ
き

、
国

民
健

康
保

険
の

財
政

の
安

定
化

を
図

る
た

め
、

保
険

財
政

共
同

定
に

基
づ

き
、

高
額

な
医

療
費

の
発

生
が

国
民

健
康

保
険

の
財

政
に

与
え

る
影

響
を

安
定

化
事

業
及

び
高

額
医

療
費

共
同

事
業

（
以

下
「

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
緩

和
す

る
た

め
、

高
額

医
療

費
共

同
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

。
、

等
」

と
い

う
）

を
実

施
す

る
こ

と
。

。

２
実

施
主

体
２

実
施

主
体

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
等

の
実

施
主

体
は

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
以

高
額

医
療

費
共

同
事

業
の

実
施

主
体

は
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

以
下

連
、

（
、

（
「

下
「

連
合

会
」

と
い

う
）

と
す

る
こ

と
。

合
会

」
と

い
う

）
と

す
る

こ
と

。
。

。

３
対

象
保

険
者

３
対

象
保

険
者

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
等

の
対

象
は

、
当

該
連

合
会

の
会

員
で

あ
る

市
町

村
高

額
医

療
費

共
同

事
業

の
対

象
は

、
当

該
連

合
会

の
会

員
で

あ
る

市
町

村
（

以
下

（
以

下
「

会
員

市
町

村
」

と
い

う
）

と
す

る
こ

と
。

「
会

員
市

町
村

」
と

い
う

）
と

す
る

こ
と

。
。

。

４
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

等
に

係
る

交
付

金
４

高
額

医
療

費
共

同
事

業
交

付
金

(
１

)
交

付
金

の
額

(
１

)
高

額
医

療
費

共
同

事
業

交
付

金
の

額

連
合

会
は

、
毎

年
度

会
員

市
町

村
に

対
し

て
、

ア
の

う
ち

、
保

険
財

政
共

同
安

定
連

合
会

は
、

毎
年

度
会

員
市

町
村

に
対

し
て

、
ア

の
う

ち
、

一
般

被
保

険
者

（
退

化
事

業
に

つ
い

て
は

ウ
に

掲
げ

る
額

、
高

額
医

療
費

共
同

事
業

に
つ

い
て

は
エ

に
掲

職
被

保
険

者
又

は
退

職
被

保
険

者
の

被
扶

養
者

以
外

の
被

保
険

者
を

い
い

、
老

人
保

げ
る

額
を

交
付

す
る

こ
と

。
健

法
に

規
定

す
る

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

者
を

除
く

。
以

下
同

じ
）

が
同

。

ア
前

年
度

の
一

月
一

日
か

ら
当

該
年

度
の

十
二

月
三

十
一

日
ま

で
の

間
に

お
い

一
の

月
に

そ
れ

ぞ
れ

一
の

病
院

等
に

つ
い

て
受

け
た

療
養

に
係

る
も

の
が

八
十

万
円

て
支

出
負

担
行

為
を

し
た

当
該

会
員

市
町

村
の

一
般

被
保

険
者

に
係

る
療

養
の

給
付

を
超

え
る

も
の

の
当

該
超

え
る

部
分

の
額

の
合

算
額

の
百

分
の

五
十

九
に

相
当

す
る

に
要

し
た

費
用

の
額

、
入

院
時

食
事

療
養

費
、

入
院

生
活

療
養

費
、

保
険

外
併

用
療

額
と

し
て

算
定

し
た

額
（

以
下

「
基

準
拠

出
対

象
額

」
と

い
う

）
を

交
付

す
る

こ
。

養
費

、
療

養
費

、
訪

問
看

護
療

養
費

若
し

く
は

特
別

療
養

費
の

支
給

に
つ

い
て

の
療

と
。

養
に

つ
き

算
定

し
た

費
用

の
額

又
は

移
送

費
の

支
給

に
要

し
た

費
用

の
額

（
当

該
療

ア
前

年
度

の
一

月
一

日
か

ら
当

該
年

度
の

十
二

月
三

十
一

日
ま

で
の

間
に

お
い

養
に

つ
き

他
の

法
令

の
規

定
に

よ
り

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

負
担

に
お

い
て

医
療

て
支

出
負

担
行

為
を

し
た

当
該

会
員

市
町

村
の

一
般

被
保

険
者

に
係

る
療

養
の

給
付

に
関

す
る

給
付

が
行

わ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
給

付
額

を
控

除
し

た
額

）
に

要
し

た
費

用
の

額
、

入
院

時
食

事
療

養
費

、
特

定
療

養
費

、
療

養
費

、
訪

問
看

護
。

イ
第

三
者

行
為

に
係

る
医

療
費

の
場

合
に

は
、

ア
か

ら
求

償
権

の
行

使
に

よ
り

療
養

費
若

し
く

は
特

別
療

養
費

の
支

給
に

つ
い

て
の

療
養

に
つ

き
算

定
し

た
費

用
の
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取
得

し
た

額
を

控
除

し
た

額
を

対
象

と
す

る
こ

と
と

し
損

害
賠

償
を

受
け

た
後

に
額

又
は

移
送

費
の

支
給

に
要

し
た

費
用

の
額

（
当

該
療

養
に

つ
き

他
の

法
令

の
規

定
、

、

過
誤

調
整

を
行

う
こ

と
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

。
に

よ
り

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

負
担

に
お

い
て

医
療

に
関

す
る

給
付

が
行

わ
れ

た

ウ
一

般
被

保
険

者
（

退
職

被
保

険
者

又
は

退
職

被
保

険
者

の
被

扶
養

者
以

外
の

と
き

は
、

そ
の

給
付

額
を

控
除

し
た

額
）

。

被
保

険
者

を
い

い
、

老
人

保
健

法
に

規
定

す
る

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

者
を

イ
第

三
者

行
為

に
係

る
医

療
費

の
場

合
に

は
、

ア
か

ら
求

償
権

の
行

使
に

よ
り

。
、

、
除

く
。

以
下

同
じ

）
が

同
一

の
月

に
そ

れ
ぞ

れ
一

の
病

院
等

に
つ

い
て

受
け

た
療

取
得

し
た

額
を

控
除

し
た

額
を

対
象

と
す

る
こ

と
と

し
損

害
賠

償
を

受
け

た
後

に

養
に

係
る

も
の

が
三

十
万

円
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
、

八
万

円
を

超
え

る
部

分
の

過
誤

調
整

を
行

う
こ

と
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

。

合
算

額
の

百
分

の
五

十
九

に
相

当
す

る
額

か
ら

、
高

額
医

療
費

共
同

事
業

交
付

金
の

交
付

額
を

減
じ

た
額

と
し

て
算

定
し

た
額

（
以

下
「

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
基

準
拠

出
対

象
額

」
と

い
う

）
。

エ
一

般
被

保
険

者
が

同
一

の
月

に
そ

れ
ぞ

れ
一

の
病

院
等

に
つ

い
て

受
け

た
療

養
に

係
る

も
の

が
八

十
万

円
を

超
え

る
も

の
の

当
該

超
え

る
部

分
の

額
の

合
算

額
の

百
分

の
五

十
九

に
相

当
す

る
額

と
し

て
算

定
し

た
額

（
以

下
「

高
額

医
療

費
基

準
拠

出
対

象
額

」
と

い
う

）
。

(
２

)
交

付
金

の
交

付
時

期
等

(
２

)
高

額
医

療
費

共
同

事
業

交
付

金
の

交
付

ア
交

付
金

は
、

会
員

市
町

村
の

申
請

に
基

づ
き

交
付

す
る

こ
と

。
ア

交
付

金
は

、
会

員
市

町
村

の
申

請
に

基
づ

き
交

付
す

る
こ

と
。

イ
交

付
金

は
、

毎
年

度
、

十
二

期
に

分
け

て
交

付
す

る
も

の
と

し
、

交
付

時
期

イ
交

付
金

は
、

毎
年

度
、

十
二

期
に

分
け

て
交

付
す

る
も

の
と

し
、

交
付

時
期

は
、

五
月

か
ら

翌
年

四
月

ま
で

に
お

け
る

毎
月

と
す

る
こ

と
。

は
、

五
月

か
ら

翌
年

四
月

ま
で

に
お

け
る

毎
月

と
す

る
こ

と
。

５
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

等
に

係
る

拠
出

金
５

拠
出

金

会
員

市
町

村
は

、
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

等
及

び
当

該
事

業
に

関
す

る
事

務
会

員
市

町
村

は
、

高
額

医
療

費
共

同
事

業
及

び
当

該
事

業
に

関
す

る
事

務
の

処
理

の
処

理
に

要
す

る
費

用
に

充
て

る
た

め
、

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
拠

出
金

、
高

に
要

す
る

費
用

に
充

て
る

た
め

、
高

額
医

療
費

拠
出

金
及

び
共

同
事

業
事

務
費

拠
出

額
医

療
費

拠
出

金
、

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
事

務
費

拠
出

金
及

び
高

額
医

療
費

金
を

連
合

会
に

納
付

す
る

こ
と

。

共
同

事
業

事
務

費
拠

出
金

を
連

合
会

に
納

付
す

る
こ

と
。

(
１

)
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

拠
出

金

ア
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

拠
出

金
の

額
は

、
当

該
市

町
村

の
標

準
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

拠
出

金
の

額
を

基
準

と
し

て
、

当
該

事
業

の
実

施
に

係
る

借
入

れ
に

要
し

た
費

用
及

び
そ

の
他

の
事

項
を

勘
案

し
て

連
合

会
が

定
め

る
こ

と
。

イ
各

会
員

市
町

村
の

標
準

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
拠

出
金

の
額

は
、

当
該

年
度

に
お

け
る

会
員

市
町

村
の

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
基

準
拠

出
対

象
額

の
合

計
額

を
、

次
の

式
に

よ
り

按
分

し
て

得
た

額
と

す
る

こ
と

。

当
該

市
町

村
の

前
々

年
度

及
び

そ
の

直
前

の
二

箇

年
度

の
一

般
被

保
険

者
の

保
険

財
政

共
同

安
定

化

保
険

財
政

共
同

１
事

業
拠

出
対

象
額

を
合

算
し

た
額

安
定

化
事

業
基

×
×

準
拠

出
対

象
額

２
当

該
都

道
府

県
内

の
す

べ
て

の
会

員
市

町
村

の
前
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の
合

計
額

々
年

度
及

び
そ

の
直

前
の

二
箇

年
度

の
一

般
被

保

険
者

の
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

基
準

拠
出

対

象
額

を
合

算
し

た
額

当
該

市
町

村
の

前
々

年
度

の
各

月
末

に
お

け
る

保
険

財
政

共
同

１
一

般
被

保
険

者
の

数
の

合
計

数

＋
安

定
化

事
業

基
×

×

準
拠

出
対

象
額

２
当

該
都

道
府

県
内

の
す

べ
て

の
会

員
市

町
村

の

の
合

計
額

前
々

年
度

の
一

般
被

保
険

者
の

数
の

合
計

数
の

合
計

(
２

)
高

額
医

療
費

拠
出

金
(
１

)
高

額
医

療
費

拠
出

金

ア
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

額
は

、
当

該
市

町
村

の
標

準
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

ア
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

額
は

、
当

該
市

町
村

の
標

準
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

額
を

基
準

と
し

て
、

国
民

健
康

保
険

中
央

会
が

実
施

す
る

超
高

額
医

療
費

共
同

事
業

額
を

基
準

と
し

て
、

国
民

健
康

保
険

中
央

会
が

実
施

す
る

超
高

額
医

療
費

共
同

事
業

に
係

る
拠

出
金

、
交

付
金

、
当

該
事

業
の

実
施

に
係

る
借

入
れ

に
要

し
た

費
用

及
び

に
係

る
拠

出
金

、
交

付
金

そ
の

他
の

事
項

を
勘

案
し

て
連

合
会

が
定

め
る

こ
と

。

そ
の

他
の

事
項

を
勘

案
し

て
連

合
会

が
定

め
る

こ
と

。

イ
各

会
員

市
町

村
の

標
準

高
額

医
療

費
拠

出
金

の
額

は
、

当
該

年
度

に
お

け
る

イ
各

会
員

市
町

村
の

標
準

高
額

医
療

費
拠

出
金

の
額

は
、

当
該

年
度

に
お

け
る

会
員

市
町

村
の

高
額

医
療

費
基

準
拠

出
対

象
額

の
合

計
額

を
、

次
の

式
に

よ
り

按
分

会
員

市
町

村
の

基
準

拠
出

対
象

額
の

合
計

額
を

、
次

の
式

に
よ

り
按

分
し

て
得

た
額

し
て

得
た

額
と

す
る

こ
と

。
と

す
る

こ
と

。

当
該

会
員

市
町

村
の

前
々

年
度

及
び

そ
の

直
前

の
二

箇
年

度
の

一
当

該
会

員
市

町
村

の
前

々
年

度
及

び
そ

の
直

前
の

二
箇

年
度

の
一

高
額

医
療

費
般

被
保

険
者

の
高

額
医

療
費

基
準

拠
出

対
象

額
を

合
算

し
た

額
基

準
拠

出
般

被
保

険
者

の
基

準
拠

出
対

象
額

を
合

算
し

た
額

基
準

拠
出

対
×

対
象

額
の

×

対
象

額
の

合
当

該
都

道
府

県
内

の
す

べ
て

の
会

員
市

町
村

の
前

々
年

度
及

び
そ

合
計

額
当

該
都

道
府

県
内

の
す

べ
て

の
会

員
市

町
村

の
前

々
年

度
及

び
そ

計
額

の
直

前
の

二
箇

年
度

の
一

般
被

保
険

者
の

高
額

医
療

費
基

準
拠

出
の

直
前

の
二

箇
年

度
の

一
般

被
保

険
者

の
基

準
拠

出
対

象
額

を
合

対
象

額
を

合
算

し
た

額
算

し
た

額

ウ
国

及
び

都
道

府
県

は
、

会
員

市
町

村
の

高
額

医
療

費
拠

出
金

に
対

し
て

、
そ

ウ
国

及
び

都
道

府
県

は
、

会
員

市
町

村
の

高
額

医
療

費
拠

出
金

に
対

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
標

準
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

額
の

四
分

の
一

に
相

当
す

る
額

を
毎

年
度

負
担

れ
ぞ

れ
標

準
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

額
の

四
分

の
一

に
相

当
す

る
額

を
毎

年
度

負
担

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

(
３

)
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

事
務

費
拠

出
金

各
会

員
市

町
村

の
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

事
務

費
拠

出
金

の
額

は
、

当
該

年

度
に

お
け

る
連

合
会

の
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

に
関

す
る

事
務

の
処

理
に

要
す

る
費

用
の

見
込

額
を

次
の

式
に

よ
り

按
分

し
て

得
た

額
を

基
準

と
し

て
、

連
合

会
が

定
め

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
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当
該

年
度

に
お

け
る

当
該

会
員

市
町

村
の

前
々

年
度

の
各

月
末

に
お

け
る

連
合

会
の

保
険

財
政

一
般

被
保

険
者

の
数

の
合

計
数

共
同

安
定

化
事

業
に

×

関
す

る
事

務
の

処
理

当
該

都
道

府
県

内
の

す
べ

て
の

会
員

市
町

村
の

前
々

年

に
要

す
る

費
用

の
見

度
の

各
月

末
に

お
け

る
一

般
被

保
険

者
の

数
の

合
計

数

込
額

の
合

計

(
４

)
高

額
医

療
費

共
同

事
業

事
務

費
拠

出
金

(
２

)
共

同
事

業
事

務
費

拠
出

金

各
会

員
市

町
村

の
高

額
医

療
費

共
同

事
業

事
務

費
拠

出
金

の
額

は
、

当
該

年
度

に
各

会
員

市
町

村
の

共
同

事
業

事
務

費
拠

出
金

の
額

は
、

当
該

年
度

に
お

け
る

連
合

お
け

る
連

合
会

の
高

額
医

療
費

共
同

事
業

に
関

す
る

事
務

の
処

理
に

要
す

る
費

用
の

会
の

高
額

医
療

費
共

同
事

業
に

関
す

る
事

務
の

処
理

に
要

す
る

費
用

の
見

込
額

を
次

見
込

額
を

次
の

式
に

よ
り

按
分

し
て

得
た

額
を

基
準

と
し

て
、

連
合

会
が

定
め

る
も

の
式

に
よ

り
按

分
し

て
得

た
額

を
基

準
と

し
て

、
連

合
会

が
定

め
る

も
の

と
す

る
こ

の
と

す
る

こ
と

。
と

。

当
該

年
度

に
お

け
る

当
該

会
員

市
町

村
の

前
々

年
度

の
各

月
末

に
お

け
る

当
該

年
度

に
お

け
る

当
該

会
員

市
町

村
の

前
々

年
度

の
各

月
末

に
お

け
る

連
合

会
の

高
額

医
療

一
般

被
保

険
者

の
数

の
合

計
数

連
合

会
の

高
額

医
療

一
般

被
保

険
者

の
数

の
合

計
数

費
共

同
事

業
に

関
す

×
費

共
同

事
業

に
関

す
×

る
事

務
の

処
理

に
要

当
該

都
道

府
県

内
の

す
べ

て
の

会
員

市
町

村
の

前
々

年
る

事
務

の
処

理
に

要
当

該
都

道
府

県
内

の
す

べ
て

の
会

員
市

町
村

の
前

々
年

す
る

費
用

の
見

込
額

度
の

各
月

末
に

お
け

る
一

般
被

保
険

者
の

数
の

合
計

数
す

る
費

用
の

見
込

額
度

の
各

月
末

に
お

け
る

一
般

被
保

険
者

の
数

の
合

計
数

の
合

計
の

合
計

(
５

)
拠

出
金

の
納

期
等

(
３

)
拠

出
金

の
納

期
等

、
、

、
、

、
ア

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
拠

出
金

及
び

高
額

医
療

費
拠

出
金

は
毎

年
度

ア
高

額
医

療
費

拠
出

金
は

毎
年

度
十

二
期

に
分

け
て

納
付

す
る

も
の

と
し

十
二

期
に

分
け

て
納

付
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

納
期

は
、

五
月

か
ら

翌
年

四
月

ま
で

そ
の

納
期

は
、

五
月

か
ら

翌
年

四
月

ま
で

に
お

け
る

毎
月

と
す

る
こ

と
。

に
お

け
る

毎
月

と
す

る
こ

と
。

イ
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

拠
出

金
及

び
高

額
医

療
費

拠
出

金
は

、
第

一
期

イ
高

額
医

療
費

拠
出

金
は

、
第

一
期

か
ら

第
九

期
ま

で
は

概
算

拠
出

を
行

い
、

か
ら

第
九

期
ま

で
は

概
算

拠
出

を
行

い
、

第
十

期
か

ら
第

十
二

期
に

お
い

て
確

定
拠

第
十

期
か

ら
第

十
二

期
に

お
い

て
確

定
拠

出
を

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

出
を

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

ウ
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

等
事

務
費

拠
出

金
及

び
高

額
医

療
費

共
同

事
業

ウ
共

同
事

業
事

務
費

拠
出

金
の

納
期

等
に

つ
い

て
は

、
連

合
会

が
定

め
る

も
の

費
事

務
費

拠
出

金
の

納
期

等
に

つ
い

て
は

、
連

合
会

が
定

め
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

と
す

る
こ

と
。

(
６

)
延

滞
金

(
４

)
延

滞
金

、
、

、
、

連
合

会
は

保
険

者
が

納
付

す
べ

き
期

限
ま

で
に

拠
出

金
を

納
付

し
な

い
と

き
は

連
合

会
は

保
険

者
が

納
付

す
べ

き
期

限
ま

で
に

拠
出

金
を

納
付

し
な

い
と

き
は

年
率

一
四

・
五

パ
ー

セ
ン

ト
の

延
滞

金
を

徴
収

す
る

こ
と

。
年

率
一

四
・

五
パ

ー
セ

ン
ト

の
延

滞
金

を
徴

収
す

る
こ

と
。

６
特

別
会

計
６

特
別

会
計

(
１

)
連

合
会

は
、

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
等

の
経

理
を

行
う

た
め

、
特

別
会

(
１

)
連

合
会

は
、

高
額

医
療

費
共

同
事

業
の

経
理

を
行

う
た

め
、

特
別

会
計

を
設

－35－
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計
を

設
け

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

に
つ

い
て

勘
定

を
分

け
て

経
理

す
る

こ
と

。
け

る
こ

と
。

(
２

)
特

別
会

計
に

は
、

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
等

の
財

政
を

健
全

に
維

持
す

(
２

)
特

別
会

計
に

は
、

共
同

事
業

の
財

政
を

健
全

に
維

持
す

る
た

め
基

金
を

設
け

る
た

め
基

金
を

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

な
お

、
基

金
を

積
み

立
て

る
の

に
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
な

お
、

基
金

を
積

み
立

て
る

の
に

必
要

な
資

金
は

、
高

額

必
要

な
資

金
は

、
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

拠
出

金
及

び
高

額
医

療
費

拠
出

金
医

療
費

拠
出

金
の

一
部

等
を

充
て

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

の
一

部
等

を
充

て
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

７
規

則
例

等
７

規
則

例
等

(
１

)
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
・

高
額

医
療

費
共

(
１

)
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

高
額

医
療

費
共

同
事

業
規

則
例

は
、

別
添

１
の

同
事

業
規

則
例

は
、

別
添

１
の

と
お

り
で

あ
る

こ
と

。
と

お
り

で
あ

る
こ

と
。

(
２

)
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
・

高
額

医
療

費
共

(
２

)
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

高
額

医
療

費
共

同
事

業
細

則
例

は
、

別
添

２
の

同
事

業
細

則
例

は
、

別
添

２
の

と
お

り
で

あ
る

こ
と

。
と

お
り

で
あ

る
こ

と
。

(
３

)
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
・

高
額

医
療

費
共

(
３

)
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

高
額

医
療

費
共

同
事

業
特

別
会

計
経

理
規

則
例

同
事

業
特

別
会

計
経

理
規

則
例

は
、

別
添

３
の

と
お

り
で

あ
る

こ
と

。
は

、
別

添
３

の
と

お
り

で
あ

る
こ

と
。

８
都

道
府

県
の

指
導

８
都

道
府

県
の

指
導

都
道

府
県

は
、

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
等

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

保
険

財
政

共
都

道
府

県
は

、
高

額
医

療
費

共
同

事
業

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

高
額

医
療

費
共

同
事

同
安

定
化

事
業

等
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

指
導

を
行

う
こ

と
。

業
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

指
導

を
行

う
こ

と
。

９
事

業
の

報
告

９
事

業
の

報
告

(
１

)
連

合
会

は
、

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
等

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
毎

年
度

(
１

)
連

合
会

は
、

高
額

医
療

費
共

同
事

業
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

毎
年

度
末

日
ま

末
日

ま
で

に
別

紙
様

式
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

に
報

告
す

る
こ

と
。

で
に

別
紙

様
式

に
よ

り
都

道
府

県
知

事
に

報
告

す
る

こ
と

。

(
２

)
都

道
府

県
知

事
は

、
当

該
報

告
の

内
容

を
遅

滞
な

く
厚

生
労

働
省

保
険

局
へ

(
２

)
都

道
府

県
知

事
は

、
当

該
報

告
の

内
容

を
遅

滞
な

く
厚

生
労

働
省

保
険

局
へ

報
告

す
る

こ
と

。
報

告
す

る
こ

と
。

そ
の

他
そ

の
他

10
10

(
１

)
国

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
連

合
会

が
高

額
医

療
費

共
同

事
業

に
関

(
１

)
国

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
連

合
会

が
高

額
医

療
費

共
同

事
業

に
関

す
る

事
務

の
処

理
に

要
す

る
費

用
に

対
し

て
補

助
金

を
交

付
す

る
こ

と
。

す
る

事
務

の
処

理
に

要
す

る
費

用
に

対
し

て
補

助
金

を
交

付
す

る
こ

と
。

(
２

)
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

等
事

務
費

拠
出

金
及

び
高

額
医

療
費

共
同

事
業

費
(
２

)
共

同
事

業
事

務
費

拠
出

金
の

算
出

に
当

た
っ

て
は

、
国

が
交

付
す

る
補

助
金

事
務

費
拠

出
金

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
、

国
が

交
付

す
る

補
助

金
を

勘
案

す
る

も
の

と
を

勘
案

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

す
る

こ
と

。

(
３

)
平

成
十

八
年

度
に

お
け

る
高

額
医

療
費

共
同

事
業

交
付

金
の

交
付

時
期

に
つ

い
(
３

)
平

成
十

八
年

度
に

お
け

る
高

額
医

療
費

共
同

事
業

交
付

金
の

交
付

時
期

に
つ

て
は

、
４

(
２

)
イ

中
「

五
月

」
と

あ
る

の
は

「
十

月
」

と
し

「
毎

月
」

と
あ

る
の

い
て

は
、

４
(
２

)
イ

中
「

五
月

」
と

あ
る

の
は

「
十

月
」

と
し

「
毎

月
」

と
あ

る
、

、
、

、

は
毎

月
(
第

一
期

か
ら

第
六

期
ま

で
の

交
付

金
に

つ
い

て
は

十
月

に
交

付
す

る
こ

と
)

の
は

「
毎

月
(
第

一
期

か
ら

第
六

期
ま

で
の

交
付

金
に

つ
い

て
は

十
月

に
交

付
す

る
こ

「
」

と
す

る
こ

と
。

と
)
」

と
す

る
こ

と
。

(
４

)
平

成
十

八
年

度
に

お
け

る
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

納
付

時
期

に
つ

い
て

は
、

５
(
４

)
平

成
十

八
年

度
に

お
け

る
高

額
医

療
費

拠
出

金
の

納
付

時
期

に
つ

い
て

は
、

(
５

)
ア

中
五

月
と

あ
る

の
は

十
月

と
し

毎
月

と
あ

る
の

は
毎

月
(
第

５
(
３

)
ア

中
「

五
月

」
と

あ
る

の
は

「
十

月
」

と
し

「
毎

月
」

と
あ

る
の

は
「

毎
「

」
、「

」
、「

」
「

、
、

一
期

か
ら

第
六

期
ま

で
の

拠
出

金
に

つ
い

て
は

十
月

に
納

付
す

る
こ

と
)
」

と
す

る
こ

月
(
第

一
期

か
ら

第
六

期
ま

で
の

拠
出

金
に

つ
い

て
は

十
月

に
納

付
す

る
こ

と
)
」

と
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-
6

-

と
。

す
る

こ
と

。

(
５

)
平

成
十

八
年

度
に

お
け

る
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

交
付

金
の

対
象

医
療

費
等

に
つ

い
て

は
、

４
(
１

)
ア

中
「

前
年

度
の

一
月

一
日

」
と

あ
る

の
は

「
当

該
、

年
度

の
七

月
一

日
」

と
し

、
交

付
時

期
等

に
つ

い
て

は
同

(
２

)
イ

中
「

十
二

期
」

と

あ
る

の
は

「
六

期
」

と
す

る
こ

と
。

、
(
６

)
平

成
十

八
年

度
に

お
け

る
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

拠
出

金
に

つ
い

て
は

５
(
５

)
ア

中
「

十
二

期
」

と
あ

る
の

は
「

六
期

」
と

し
「

五
月

」
と

あ
る

の
は

「
十

、

一
月

」
と

し
、

同
(
５

)
イ

中
「

第
九

期
」

と
あ

る
の

は
「

第
三

期
」

と
し

「
第

十
、

期
か

ら
第

十
二

期
」

と
あ

る
の

は
「

第
四

期
か

ら
第

六
期

」
と

す
る

こ
と

。

(
７

)
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

等
に

係
る

交
付

金
の

対
象

医
療

費
等

に
つ

い
て

は
、

４
(
２

)
ア

中
「

入
院

時
生

活
療

養
費

、
保

険
外

併
用

療
養

費
」

と
あ

る
の

は
、

平
成

十
八

年
度

の
九

月
三

十
日

ま
で

に
お

い
て

支
出

負
担

行
為

を
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

こ
と

。

(
８

)
４

に
よ

り
各

月
ご

と
に

各
会

員
市

町
村

に
交

付
さ

れ
る

交
付

金
と

各
会

員
市

町
村

が
連

合
会

に
支

払
う

診
療

報
酬

は
、

会
員

市
町

村
と

連
合

会
の

合
意

に
よ

り
相

殺
で

き
る

も
の

と
す

る
。
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保険財政共同安定化事業の実施に伴う国民健康保険税並びに会計中勘定創設に伴う財務の取

扱について（局長通知）の改正について（案） 

 

保険財政共同安定化事業は、高額医療費共同事業と勘定を区分して処理するため、標記通

達について改正を行う。 

 

○改正内容 別表(1)歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分（市町村） 

事業勘定 
歳入 

（旧）  （新） 

款 項 目  款 項 目 

9 共同事業
交付金 

 
1 共同事業
交付金 

 
 
1 高額医療
費共同事業
交付金 

 9 共同事業
交付金 

 
1 共同事業
交付金 

 
 
1 高額医療
費共同事業
交付金 

2 保険財政
共同安定化事
業交付金

 
歳入予算に係る節の区分（市町村） 

目 節 摘要  目 節 摘要 

1 高額医療
費共同事業
交付金 

   1 高額医療
費共同事業
交付金 

2 保険財政
共同安定化事
業交付金

  

 
歳出 

款 項 目  款 項 目 

5 共同事業
拠出金 

 
1 共同事業
拠出金 

 
 
1 高額医療
費拠出金 

 
 
 
2 高額医療
費共同事業
事務費拠出
金 

 
 
 
 
3 その他共
同事業事務
費拠出金 

 5 共同事業
拠出金 

 
1 共同事業
拠出金 

 
 
1 高額医療
費拠出金 

2 保険財政
共同安定化事
業拠出金
3 高額医療
費共同事業事
務費拠出金 
4 保険財政
共同安定化事
業事務費拠出
金
5 その他共
同事業事務費
拠出金 

 

※別表(2)（組合等における予算科目の概目）についても改正を行う。 
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